
令和６年８月 27 日 

公益社団法人滋賀労働基準協会 東近江支部 

 

   ８月３０日(金)開講 

動力プレス金型等の取り付け、取外し又は調整の業務に対する特別教育 

    受 講 者 の 皆 さ ま へ 

~台風接近によるお知らせ~ 
 

標記の教育の開講実施又は中止につきましては下記の内容で判断致します。 
 

記  

第 1 「特別警報発令時」に関して  
 

① ア. 開講当日の朝６時の時点で 

  「特別警報」が滋賀県内（のいずれかの地域）に発令されている時は、 

   「中止」とします。 

イ. 会場に向かわれている途中での発令・・・「中止」しますのでお帰りください。 

ウ. 会場到着後及び開講中の発令 ・・・ 「原則として中止」しますが、 

会場の外に出るのが危険な場合などもありますので、当日の状況で判断致します。 

 

② 上記ア.イ.ウの「特別警報」での中止の場合には、その対応（講習日の振替など）を 

検討の上、 後日、申込担当者様に連絡させていただきます。 

  

第 2 「通常の気象警報発令時」に関して  
 

通常の気象警報発令時（「大雨・洪水警報」等）は、原則として開講いたします。 

ただし、公共交通機関の不通、幹線道路の通行止めなどにより会場に来られない場合は、 

救済措置などの方法を検討いたします。 （その場合には当支部までご連絡ください。） 

◆東近江支部 事務所 0748-36-2300   

◆東近江支部 携帯  070-1308-4163  

＊8/29（木）15 時以降は、会場設営の為支部事務所は不在になりますので、 

 支部携帯へおかけください。    

 

 【重 要】 

 講習当日に、各受講生へ支部から「講習中止」のお電話をすることはありません。 

 上記内容につきましては、十分なご確認とご理解をお願い致します。 

 

以上 


